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● 平成21年度に、熊本県医師修学資金貸与制度を創設。

● 将来、医師が不足する地域の病院等に医師として勤務しようと

する医学生に対して、修学資金を貸与し、県内の地域医療を担う

医師を養成。

➢ 大学卒業後の一定期間（貸与期間の1.5倍）、知事が指定する

地域の病院等（指定病院等）で勤務することで、修学資金の返

還が全額免除。

※ 返還免除までの指定病院等での勤務期間  ➢義務年限
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地域枠（令和４年度以降）

対象者

熊本大学医学部医学科の地域枠入学者
※対象
①熊本県内の高校出身者
②熊本県外の高校出身者（出願時において保護者が３年以上継続して熊
本県内に在住している者に限る。）
※選抜は熊本大学が実施

貸与額

①入学料相当額：２８２，０００円
②授業料相当額：５３５，８００円（年額）
③生活費相当額：　７５，０００円（月額）
　※６年間の貸与総額：８，８９６，８００円

貸与期間
原則、貸与決定を受けた月（入学時）から大学の正規の修業年限を修了
する日の属する月まで（６年間）

貸与定員数 ８人

返還免除に必要
な指定病院等で
の勤務期間
（義務年限）

貸与期間の１．５倍に相当する期間

　＜例＞貸与期間：６年間の場合　   ⇒　義務年限：９年間

返還免除の要件

①大学卒業後、２年以内に医師の免許を取得すること。
②医師免許取得後、直ちに条例で定める病院（県内の基幹型臨床研修病
院）で臨床研修に従事すること。
③臨床研修修了後、直ちに知事が指定する病院等に勤務すること。
④返還免除に必要な指定病院等での勤務期間を満たすこと。　等

推奨診療科（卒
業後、専門領域
として選択する
診療科の推奨）

地域の医療提供体制の確保に資する以下の診療科のコースを選択するこ
とを推奨
総合診療科、救急科、内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科
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●令和６年４月１日現在、１００人に対して、修学資金を貸与

＜内訳＞ 医師６５人、医学生３５人 ※「一般枠」・「県外枠」は

令和元年度で募集終了

【熊本県医師修学資金貸与人数一覧（R6.4.1時点）】 （単位：人）

区分
医師年数
/学年 地域枠 一般枠 県外枠 計 男 女

地域勤務
/専門研修

10年目 ー 2 ー 2 1 1
9年目 4 1 ー 5 3 2
8年目 4 3 ー 7 6 1
7年目 5 2 ー 7 4 3
6年目 5 4 ー 9 7 2
5年目 3 6 ー 9 8 1
4年目 5 0 ー 5 3 2
3年目 5 3 ー 8 5 3
小計 31 21 0 52 37 15

臨床研修

2年目 5 1 0 6 2 4
1年目 6 1 0 7 2 5
小計 11 2 0 13 4 9

在

学

生

6年生（※） 7 0 1 8 3 5
5年生 4 ー 1 5 3 2
4年生 4 ー ー 4 2 2
3年生 2 ー ー 2 1 1
2年生 9 ー ー 9 5 4
1年生 7 ー ー 7 4 3
小計 33 0 2 35 18 17

合 計 75 23 2 100 59 41

※医師国家試験留年者１名含む。 59.0% 41.0%
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第２グループ：２年間以上
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※第３グループのうち、診療所で勤務した期間は、第２グループで

勤務した期間とみなす。

グループ間の
順序は変更可

【第１グループ】

圏域 医療機関名

有明
①有明医療センター
②くまもと県北病院

鹿本 ③山鹿市民医療センター

菊池 ④熊本再春医療センター

八代
⑤熊本労災病院
⑥熊本総合病院

芦北 ⑦水俣市立総合医療センター

球磨 ⑧人吉医療センター

天草 ⑨天草地域医療センター

【第２グループ】

圏域 医療機関名

阿蘇
⑩阿蘇医療センター
⑪小国公立病院

上益城 ⑫そよう病院

球磨 ⑬公立多良木病院

天草

⑭上天草総合病院
⑮河浦病院
⑯新和病院
⑰栖本病院

【第３グループ（うち病院）】

圏域 医療機関名

熊本 ⑱こころの医療センター

宇城
⑲熊本南病院
⑳こども総合療育センター
㉑済生会みすみ病院

有明 ㉒和水町立病院

菊池
㉓菊池郡市医師会立病院
㉔菊池病院

八代
㉕八代市医師会立病院
㉖八代北部地域医療センター

天草
㉗牛深市民病院
㉘苓北医師会病院
㉙天草中央総合病院

【第３グループ（うち診療所）】

圏域 医療機関名

阿蘇 ㉚産山村診療所

八代 ㉛椎原診療所

天草
㉜湯島へき地診療所
㉝御所浦診療所
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最短の９年間で返還免除となる場合

①臨床研修
（義務）
（２年）

②後期
研修

（任意：
県内は１
年間まで
義務年限
に算入）

③地域の
医療機関に勤務

④地域の
医療機関に勤務

⑤地域の
医療機関に勤務

大学病院
各種医療機関
研究機関
行政機関
など

専門医資格取得

※第１、第２、第３グループの順序は変更可

県内の基幹型臨床研
修病院（14病院）

医師の希
望に応じ
て、進路
先の選択
やキャリ
ア形成を
サポート。

基幹型臨床研修
病院等

【第１グループ】

９年間

へき地医療拠点病院等

【第２グループ】

その他の病院等

【第３グループ】

２年以内 ２年以上
９年－（①＋②
＋③＋④）

義
務
年
限
満
了
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義務年限外の後期研修を受ける場合

②後期
研修

（任意：
県内は１
年間まで
義務年限
に算入）

※　後期研修は、１年を超えて行うことができるが、義務年限に算入されるのは県内の医療機関での１年間

　　まで。

①臨床研修
（義務）
（２年）

③後期
研修

（任意：
義務年限
に算入し
ない）

④地域の
医療機関に勤務

⑤地域の
医療機関に勤務

⑥地域の
医療機関に勤務

大学病院
各種医療機関
研究機関
行政機関
など

専門医資格取得

※第１、第２、第３グループの順序は変更可

県内の基幹型臨床研
修病院（14病院）

医師の希
望に応じ
て、進路
先の選択
やキャリ
ア形成を
サポート。

基幹型臨床研修
病院等

【第１グループ】

概ね１５年以内 （義務年限外の後期研修や大学院への進学等を含む）

へき地医療拠点病院等

【第２グループ】

その他の病院等

【第３グループ】

２年以内 ２年以上
９年－（①＋②
＋④＋⑤）

義
務
年
限
満
了
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キャリア形成プログラムについて

※ キャリア形成プログラムとは

医師修学資金貸与医師が、将来の地域勤務
をイメージし、不安解消につながるよう、勤
務ルールの他、専門研修基幹施設及び基本領
域ごとに、将来勤務する医療機関を記載した
コース例を掲載しているもの（現在、地域勤
務義務の履行とキャリア形成の両立が可能な
ものとして、 形成外科を除く18診療科、2９
コースを掲載）

熊本県ホームページに掲載

   https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/42/5980.html

地域勤務は、臨床研修修了時に公表され
ているキャリア形成プログラム※に掲載され
たコースに沿って行う。

熊本県医師修学資金貸与医師
キャリア形成プログラム

令和6年（2024年）3月更新

熊本県健康福祉部健康局医療政策課
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